
令和７年２月１４日 

(公社)神奈川労務安全衛生協会 

横浜北支部 

 

労働者数等の調査について 
 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より(公社)神奈川労務安全衛生協会横浜北支部の運営にご協力をいただき、厚く御礼 

申し上げます。 

さて、令和７年度も当支部会員事業場の現況ならびに本年度会費算出基礎等に必要な 

労働者数を調査させていただきたく、ご多忙中誠に恐縮ですが、同封の「労働者数調査表」 

に必要事項をご記入の上、ご返送（ＦＡＸまたはメール）くださるようお願い申し上げます。 

ご回答いただけなかった場合は、記載事項に変更が無いものとさせていただきます。 

敬具 

 

記 

 

１．記入上の注意 

（１）労働者数は、登録事業場の所在地における 

令和７年４月１日現在とします。 

（２）業種は、別表「業種分類表」の業種別を記入して下さい。 

（３）労働者数は、常時使用労働者数をご記入ください。 

              （パート・アルバイトは含みます。派遣社員は含みません。） 

    ※「２０２５年度労働者数調査表」のＥＸＣＥＬ用紙は、横浜北支部ホームページの 

トップページからダウンロードできます。 

https://www.roaneikyo.or.jp/shibu/yokokita/index.html 

２．宛 先 

         〒222-0033 横浜市港北区新横浜２－５－４  京浜建物第２ビル７０１号 

                     (公社)神奈川労務安全衛生協会横浜北支部 

                      問い合わせ先    ℡  045-474-1821 

３．期 日   令和７年４月１５日(火)必着でＦＡＸまたはメールをお願いします。 

                ＦＡＸ：０４５－４７４－１８１５ 

                     E-mail:yokokita@roaneikyo.or.jp 

以上 



 

業  種  分  類  表 

記  号 
業  種  別 

記  号 
業  種  別 

大分類 中分類 大分類 中分類 

Ａ  製 造 業                       Ｂ  建 設 業                       

 Ａ０１ 

Ａ０２ 

Ａ０３ 

 

 

Ａ０４ 

Ａ０５ 

Ａ０６ 

Ａ０７ 

Ａ０８ 

Ａ０９ 

 

 

 

 

 

 

Ａ１０ 

Ａ１１ 

Ａ１２ 

Ａ１３ 

 

 

Ａ１４ 

 

 

 

 

 

Ａ１５ 

 

Ａ１６ 

Ａ１７ 

 

 

Ａ１８ 

 

 

Ａ１９ 

 

 

 

Ａ２０ 

Ａ２１ 

 

Ａ２２ 

Ａ２３ 

食 料 品 製 造 業                       

た   ば   こ   製   造   業 

繊 維 工 業                       

綿 紡 績 業                       

染 色 整 理 業                       

衣服お よ び 身回品製造業                       

木 材 ・ 木 製 品 製 造                       

家 具 ・ 装 備 品 製 造 業                       

パルプ・紙・紙加工品製造業                       

出 版 ・ 印 刷 ・ 同 関 連 産 業                       

化 学 工 業                       

化 学 肥 料 製 造 業                       

ソ ー ダ 工 業                       

無 機 工 業 薬 品 製 造 業                       

有 機 工 業 薬 品 製 造 業                       

化 学 繊 維 製 造 業                       

産 業 用 火 薬 類 製 造 業                       

石油製品・石炭製品製造業                       

ゴ ム 製 品 製 造 業                       

皮 革 ・ 同 製 品 製 造 業                       

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業                       

ガ ラ ス 製 造 業                       

セ メ ン ト 製 造 業                       

鉄 鋼 業                       

高 炉 に よ る 製 鉄 業                       

高 炉 に よ ら な い 製 鉄 業                       

製 鋼 お よ び 圧 延 業                       

製鋼を行わない鋼材製造業                       

鍛 鋼 ・ 鋳 鋼 製 造 業                       

非 鉄 金 属 製 造 業                       

電 線 ケ ー ブ ル 製 造 業                       

金 属 製 品 製 造 業                       

機 械 製 造 業                       

建設機械・鉱山機械製造業                       

繊 維 機 械 製 造 業                       

電 気 機 械 器 具 製 造 業                       

重 電 機 製 造 業                       

通信機械器具・同関連機器製造業                       

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業                       

自 動 車 ・ 同 付 属 品 製 造 業                       

鉄道車両・同部分品製造業                       

自 動 車 修 理 業                       

船 舶 製 造 ・ 修 理 業                       

計量器・測定器・測量機械・医療機械                  

理化学機械・光学機械・時計製造業                       

そ の 他 の 製 造 業                       

そ の 他 の 修 理 業                       

 Ｂ０１ 

Ｂ０２ 

Ｂ０３ 

Ｂ０４ 

 

Ｂ０５ 

Ｂ０６ 

河 川 土 木 事 業                       

水 力 発 電 所 建 設 事 業                       

隧 道 建 設 事 業                       

鉄筋及び鉄骨コンクリート造                       

家 屋 建 築 事 業                       

電 気 工 事 業                       

そ の 他 の 工 事 業                       

Ｃ  運 輸 通 信 業                       

 Ｃ０２ 

Ｃ０３ 

Ｃ０４ 

Ｃ０５ 

Ｃ０６ 

Ｃ０７ 

Ｃ０８ 

公 民 営 鉄 道 業                       

旅 客 自 動 車 運 送 業                       

貨 物 自 動 車 運 送 業                       

倉 庫 業                       

通 運 業                       

港 湾 運 送 業                       

通 信 電 話 事 業                       

Ｄ  電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業                       

 Ｄ０１ 

Ｄ０２ 

Ｄ０３ 

電 気 業                       

ガ ス 業                       

水 道 業                       

E  鉱 業                       

 Ｅ０１ 

Ｅ０２ 

Ｅ０３ 

Ｅ０４ 

金 属 鉱 業                       

石 炭 鉱 業                       

非 金 属 鉱 業                       

そ の 他 の 鉱 業                       

Ｆ  林 業                       

Ｇ  そ の 他 の 事 業                       

 Ｇ０１ 

Ｇ０２ 

Ｇ０３ 

Ｇ０４ 

Ｇ０５ 

団 体                       

医 療 機 関                       

販 売 業                       

金 融 業                       

そ の 他 の 事 業                       

 


